
地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット
から抜粋

五條地域公共交通会議の予算編成について 資料２

法律の経過措置終了後に伴い、
令和７年度から国庫補助金交付先が

市町村法定協議会(五條市地域公共交通会議）
になる

※令和７年度補助事業分から、
国庫補助金を受領するため

五條市地域公共交通会議で予算措置が必要

これまでは、国庫補助金については、
乗合事業者に直接入金されていた。

（本市の場合：奈良交通、タクシー事業者）

【経緯】
（参考）国交省資料
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五條地域公共交通会議の予算編成について

補助要件である地域公共交通計画は作成済。（期間：令和４年4月1日～令和8年3月31日）

【事務局予算（案）】

国庫補助金を受領し、各事業者へ振り込むための予算措置
※なお、振込手数料相当分を差引し入金予定
（事務処理的に問題ないことを国に確認済み）
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［歳入］ （単位：千円）

予算額

国庫補助金 ●●

計 ●●

［歳出］ （単位：千円）

予算額

地域公共交通確保維持改善
事業費補助金（地域内
フィーダー系統確保維持費
国庫補助金）

●●

計 ●●

備考

生活交通確保維持改善計画
（フィーダー系統）補助金
ゴーちゃんバス分（●●千円）
ゴーちゃんタクシー分（●●千円）

備考

生活交通確保維持改善計画
（フィーダー系統）補助金
ゴーちゃんバス分（●●千円）
ゴーちゃんタクシー分（●●千円）

資料２


